
 

 

 

 

 

 

 

【資料２】 

鳥栖基山都市計画地区計画（塚原北地区）の原案に

ついて  



鳥栖基山都市計画地区計画の決定（基山町決定） 

 

都市計画塚原北地区地区計画を次のように決定する。 

名    称 塚原北地区地区計画 

位    置 三養基郡基山町大字宮浦字塚原 

区 域 面 積 約1.6ha 

区
域
の
整
備
䥻
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

地区計画等の 

目標 

当地区は、鳥栖基山都市計画区域の市街化調整区域に

位置しているが、地区周辺には医療機関、公立小中学校、

基山町立図書館、多世代交流センター憩の家が立地する

住環境が非常に整った場所である。 

さらに当地区は、ＪＲ鹿児島本線基山駅から約1kmに

位置しており、基山町立地適正化計画においても人口誘

導を図るべき地区としている。このような状況から、本

地区計画は周辺環境との調和を図りつつ、良好な住環境

を形成・維持することを目標とする。 

その他当該区域の整

備・開発及び保全に

関する事項 

 周辺環境との調和を図りつつ、良好な住環境の形成を

促すため、近接する第一種低層住居専用地域及び塚原地

区地区計画と一体的に住宅用地としての土地利用を図

る。また地区計画の目標を達成するため、地区施設の配

置及び規模並びに建築物等の用途の制限、建築物の敷地

面積の最低制限、容積率・建蔽率の最高限度、壁面の位

置の制限、建築物等の高さの最高限度を定める。 

地
区
整
備
計
画 

地区施設の 

配置及び規模 

道路は幅員を6ｍとする。 

地区面積の3％以上の公園、緑地又は広場を設けること

とする。 

ごみ置き場の住宅１戸あたりの下限面積は0.4㎡とす

る。また住宅10～20戸に１箇所の割合で専用のごみ置き

場を設置するものとする。 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等の用途

の制限 

立地可能な用途は、第一種低層住居専用地域に建築可能

なものとする。 

建築物の敷地面

積の最低制限 
200㎡ 

建築物の建ぺい

率の最高限度 
50％ 

建築物の容積率

の最高限度 
80％ 

壁面の位置の制

限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線

までの距離は、1.0m以上とする。 

建築物等の高さ

の最高限度 
10ｍ 
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理  由 

地区計画とは、都市計画法第12条の４第１項第１号に定められている、住民の

合意に基づいて、それぞれの地区の特性にふさわしいまちづくりを誘導するため

の計画である。 

当地区における地区計画の決定について、関係者から地区計画等に関する申出

書（令和７年７月２５日付け基定第３４９号）を受理した。地権者全員が地区計

画に同意しており、必要な公共公益施設の整備も担保されている。加えて、地元

からの早期宅地化の要望書が提出されている。また町が定めた市街化調整区域に

おける地区計画の運用基準を満たしている。 

以上の理由から、周辺環境との調和を図りつつ、良好な住環境を形成・維持す

ることを目標とした地区計画を決定する。 
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都市計画の策定経緯の概要 

 

①  決定内容  

鳥栖基山都市計画都市計画区域に、地区計画区域（塚原北地区地区計画）を設定する。 

 

②計画決定までの手続き 

 

事  項 時  期 備  考 

１．素案作成及び県と下協議 

 

２．下協議（県の回答） 

 

３．原案作成 

 

４．パブリックコメント 

 

 

５．地元説明会 

 

６．パブリックコメントに基づく

原案に対する意見の募集 

 

７．公聴会 

 

８．都市計画案の作成 

 

９．県と事前協議 

 

10．事前協議（県の回答） 

 

11．案の公告・縦覧 

 

 

12．基山町都市計画審議会 

 

13．県への協議申出 

 

14．県の回答 

 

15．決定告示 

令和 ８年 １月 ５日 

 

令和 ８年 １月２３日 

 

令和 ８年 ３月１８日 

  

令和 ８年   ５月上旬 

～令和 ８年 ６月上旬 

 

令和 ８年  ５月中旬 

 

令和 ８年  ５月上旬 

     ～ ６月中旬 

 

令和 ８年  ６月中旬 

 

令和 ８年  ７月上旬 

 

令和 ８年  ７月中旬 

 

令和 ８年  ８月中旬 

 

令和 ８年  ９月上旬 

      ～９月中旬 

 

令和 ８年 １０月中旬 

 

令和 ８年 １０月下旬 

 

令和 ８年 １１月中旬 

 

令和 ８年 １１月下旬 

 

 

 

 

 

 

基山町まちづくり基本条例

に基づき 30 日間 

 

 

 

基山町まちづくり基本条例

に基づき 

意見書提出期間２週間 

 

 

 

 

 

 

 

 

縦覧期間２週間 

意見書提出期間２週間 
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③対象地区   

 三養基郡基山町大字宮浦字塚原886番1、886番2、886番12、887番1、887番3、887番

7の一部、887番19、888番、889番1、890番、891番1、891番2、893番1、893番2、894

番、895番1、895番3の一部、895番3地先水路、903番1、904番1の一部 

                            計１９筆 
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楕円形
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矢印
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多世代交流センター
憩の家
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基山中学校
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